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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

総合研究報告書 

ART助成利用に影響を及ぼす要因の探索および埼玉県内の特定不妊治療支援 

事業の個票情報を用いた検討 

分担研究者 左勝則 埼玉医科大学産科婦人科講師 

分担研究者 石原 理 埼玉医科大学 産科婦人科教授 

(研究要旨)日本で生殖補助医療(ART)を受けている患者の年齢は年々高齢化し

ている。ARTにおける助成金の利用において、助成金申請回数あたりの年齢別の

累積生産率や助成金利用に影響を及ぼす要因についての検討は十分なされてい

ない。そのため、本研究では 3年間に以下の研究を行った。1) 若年者(35歳未

満)における人口あたり ART助成金利用率を都道府県ごとに算出し、関連のある

要因を探索するために地域相関研究を行なった。2)埼玉県内で特定不妊治療支

援事業の個票情報を用いた検討を行い、所得が治療内容および助成金利用に及

ぼす影響を検討し、さらに個票情報内にある日本産科婦人科学会 ART 登録デー

タベースの治療周期番号を用いて申請回数あたりの年齢別累積生産率を算出し

た。都道府県を対象とした地域相関研究において、35 歳未満 ART 助成利用率(1

万人あたり)が最も少なかった県は、宮崎県(22.0)、沖縄県(22.6)、北海道(23.7)

であった。一方最も多かった県は富山県の 58.8 人であり、石川県（51.7）、島

根県（50.8）が続いた。多変量解析の結果、35 歳未満の ART 助成利用率は平均

世帯収入と正の相関を認め、都道府県面積と負の相関を認めた。ソーシャル・キ

ャピタルの指標として用いたボランティア参加率とは正の相関があり、転入率

とは負の相関を認めた。埼玉県の個票情報を用いた検討では、6回の助成回数で

の累積妊娠率は 56.6％であり、夫婦合算の所得が低い群で、高い群に比べ有意

に低く、妊娠せずに申請を中断してしまう申請中断者の割合が所得の低い群で

有意に高かった。6回の申請あたりの累積生産率は、35歳未満で 58.4％、35-39

歳で 49.3％、3 回まで助成金が認められている 40-42 歳では 17.2％であった。

多変量解析の結果、年齢のみが有意に累積生産に対して関連していることがわ

かった。今回の検討により、35 歳未満の ART 助成利用率が、世帯収入やソーシ

ャル・キャピタルなどの社会的要因と関連している可能性が示唆され、所得が

累積妊娠率や治療中断に関与していることや、申請回数ごとの累積生産率が明

らかになった。これらの知見は、今後日本で不妊治療が保険適用化される際に

も有用な知見であると考えられる。 
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Ａ．研究目的 

1978 年に英国で最初の体外受精–胚移

植によりルイーズ・ブラウン氏が出生

して以降、この 40 年間で生殖補助医

療 (Assisted Reproductive 

Technology; 以下 ART)は様々な技術

革新を伴いながら、不妊に悩むカップ

ルに対し広く行われる治療となった。

日本で行われている生殖補助医療の

治療件数をまとめている日本産科婦

人科学会倫理委員会登録調査小委員

会の報告によれば、2018 年には 45 万

周期をこえる体外受精、顕微授精およ

び凍結融解胚移植を含む治療が行わ

れ、その結果 5万 6千人にのぼる児が

出生したとされる(1)。近年の日本で

の出生児数の減少がすすむ中、こうし

た生殖補助医療の出生数におよぼす

影響は無視できないものになりつつ

ある。 

 しかし生殖補助医療が子供を持つ

ための重要な手段となる一方、治療費

が高額であるため治療にふみきれな

い不妊カップルにも実際の臨床の現

場ではしばしば遭遇する。ART による

妊娠・生産率は、女性の年齢の上昇と

ともに低下し、特に 35 歳以降で低下

が顕著になる。年齢が体外受精の成功

率に最も影響を及ぼす因子である以

上、できる限り早く治療を受けてもら

うことが、早く妊娠するために非常に

重要であり、ひいては ARTの利用回数

の低下につながると考えられる。しか

し、実際には若い患者層が治療を受け

ることは稀であり、前述の日本産科婦

人科学会の最新の報告によれば、2018

年に日本で行われた総治療周期の平

均年齢は 38 歳であり、治療周期に占

める 40歳以上の割合は 4割を超える。 

 ART は医療保険の適応外であり、患

者が支払う治療費の補助として国が

主導する「不妊に悩む方への特定治療

支援事業」による治療費助成や、各自

治体における個別の助成が、患者の費

用負担に占める割合は大きい。こうし

た助成の有無が、ART を受けようとす

る若年の不妊カップルの意思決定に

どこまで寄与しているかは不明であ

る。また、ART 利用率と患者の社会経

済要因との関連が諸外国で報告され

る一方で(2)、日本においてそのよう

な報告はない。患者個々の社会経済要

因や地域レベルでの所得格差やソー

シャル・キャピタルといった要因の

ART 利用率に及ぼす影響を調べること

は、医療政策的には重要な意味をもつ

と考えられる。 

 また、ART は医療保険の適応外であ

り、患者が支払う治療費の補助として

国が主導する「不妊に悩む方への特定

治療支援事業」による治療費助成や、

各自治体における個別の助成が、患者

の費用負担に占める割合は大きい。助

成金の申請回数ごとの年齢別累積生
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産率については、今まで検討されたこ

とがなく、また患者個々の社会経済要

因である所得が、ART の利用や治療内

容に及ぼす影響を調べることは、効果

的な特定不妊治療支援事業の策定の

ためにも非常に重要な意味をもつと

考えられる。 

 そこで、本研究では、3 年間に以下

の検討を行った。１）各都道府県にお

ける 35 歳未満の人口あたりの ART 助

成金利用率を算出し、県レベルのどの

ような要因が 35歳未満における ART 

助成金利用に影響を及ぼしているの

かを検討した。2) 埼玉県内における

特定不妊治療助成者を対象に、所得が

特定不妊治療助成利用率および生殖

補助医療に及ぼす影響を検討し、さら

に申請情報内にある日産婦 ART登録デ

ータベースの治療周期番号の情報を

用いて、個票情報と詳細な治療情報お

よび出産情報を含む ART登録データベ

ースをリンケージすることで、埼玉県

に助成金の初回申請を行った人を対

象に、年齢別累積生産率を算出し、さ

らに生産に影響を及ぼす申請者の背

景因子を明らかにした。 

 

 

Ｂ．研究方法 

I. 研究デザイン 

都 道 府 県 単 位 の 地 域 相 関 研 究

(Ecological study)および埼玉県内

における特定不妊治療助成金受給者

情報を用いた後ろ向き観察研究であ

る。 

 

 

II. 研究方法 

1)地域相関研究 

「不妊に悩む方への特定治療支援事

業」を取りまとめている、政令市・中

核市/都道府県の担当者に、平成 29年

度 1年間における女性の年齢別助成件

数および助成人数を郵送にて問い合

わせを行った（別添参考資料 1参照）。

また、平成 29 年 4 月時点において国

の助成制度に加え、不妊治療に関わる

独自の助成制度があるか、ある場合の

助成内容について以下の選択形式お

よび自由記述形式で聴取した。1) 対

象者の年齢制限の変更 2）助成回数

を増やす 3）助成金額を増やす 4）

対象者の所得制限の変更 5）一般不

妊治療や不妊検査への助成 6）その

他。 

上記質問紙で収集した年齢別不妊

治療助成人数から、各都道府県におけ

る 35 歳未満の助成金受給人数を算出

し、各都道府県の平成 29年 10月 1日

時点の 20 歳～34 歳までの人口推計値

(3)で除して、20歳～35歳未満人口（1

万人あたり）における 35 歳未満の助

成利用者数を算出した。 

共変量として、各都道府県における
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総人口(3)、面積、二人以上世帯におけ

る平均収入(4)、平均初婚年齢 (5)、

医師数 (6)、ART実施施設数 (7)、 

および質問紙で収集した都道府県レ

ベルでの追加助成制度の有無を含め

た。また、社会経済要因として、各都

道府県における Gini係数(8)、ソーシ

ャル・キャピタルの指標として 2017年

の衆議院選挙における投票率 (9)、ボ

ランティア率 (10)、転入率 (11)を含

めた。 

20歳～35歳未満人口（1万人あたり）

における 35 歳未満の ART 助成利用者

数と、各因子との関連を線形回帰分析

により検討した。各都道府県の総人口、

面積、医師数、ART 実施施設数は正規

分布していなかったため、自然対数変

換後に解析を行った。共変量を同時に

線形回帰分析に投入し、多変量解析に

よる各因子とアウトカムとの関連を

検討した。 

 

2) 埼玉県内における特定不妊治療助

成金受給者情報を用いた後ろ向き観

察研究 

 

埼玉県内で「不妊に悩む方への特定治

療支援事業」の窓口である、埼玉県、

政令市・中核市の担当者に、特定不妊

治療助成金受給者情報の提供の依頼

を行い、承諾の得られた埼玉県および

越谷市より、2016年 1月１日から 2017

年 12月 31日までの 2年間における助

成金事業の個票情報を提供いただい

た。 

 提供情報には、申請者の年齢、居住

自治体、治療区分（A：新鮮胚移植、B：

採卵および凍結融解胚移植、C：以前に

凍結した胚を用いた凍結融解胚移植、

D：移植のめどがたたず治療終了、E：

受精できずまたは胚の分割停止、変性

等による治療中止、F：採卵したが卵が

えられず中止）、夫婦それぞれの所得

額、通算の助成金受給回数、治療情報

（体外受精、顕微授精）、妊娠の有無、

男性因子に対する治療の有無、助成金

額、領収金額および日産婦 ART登録デ

ータベースの治療周期番号が含まれ

ている。これらの情報を元に、特定不

妊治療助成金受給者の背景について

解析を行った。 

 また、埼玉県に申請された 2016 年

1 月１日から 2017 年 12 月 31 日まで

の 2年間における助成金事業の個票情

報を対象に、申請情報内にある日産婦

ART 登録データベースに登録されてい

る治療周期番号を用いて、申請情報と

ART 登録データベースをリンケージす

ることで、排卵誘発方法や移植時点で

の胚の発育段階等の治療情報と妊娠

および生産の情報を取得した。 

共変量については、不妊カップル合

算の所得は 4 分位に分けて解析した。

今回の解析では、女性の所得が「なし」
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と報告されている場合、主婦と定義し

た。日産婦 ART登録データベースから

は、不妊原因(卵管因子、子宮内膜症、

抗精子抗体の有無、男性因子、原因不

明、その他)、卵巣刺激方法、採卵個数、

受精方法(IVF/ICSI,split-ICSI)、新

鮮胚移植の有無、移植胚数、凍結胚数

の情報を解析に用いた。アウトカムと

して、生産の有無および多胎妊娠につ

いて情報を抽出した。 

特定不妊治療助成金受給者情報を元

に、個票情報に含まれる申請者の年齢

や所得の分布などの背景情報に対し

て検討を行った。データを提供いただ

いた埼玉県および越谷市の個票情報

はデータ構造が異なるため、個々に解

析を行った。越谷市から提供いただい

たデータは、同一個人を識別できなか

ったため、治療周期ベースでの解析を

行った。 

埼玉県に 2016年に初回の助成金申請

をおこなった方の 39％に、日産婦 ART

登録データベースの治療周期番号に

欠損を認め、解析の対象から除外せざ

るをえなかった。これらの除外された

サンプルと解析対象となった群を比

較し、研究に含まれた群と除外された

群で申請情報に差異があるかを評価

した。次に、年齢別の申請情報および

不妊原因について検討を行い、初回申

請情報において新鮮周期が登録され

ていた 980人を対象に、新鮮周期の治

療情報を年齢別に検討した。申請回数

ごとの年齢別累積生産率の算出につ

いては、すでに報告されている

Conservative approachを用いて、分

母を申請者数、分子を申請回数ごとの

累積生産として算出した(12)。さらに、

生産に対する患者背景要因のリスク

比を、log-binomial regressionにて

推定した 

解析は Stata MP 16(College Station, 

Texas, USA)を用いて行い、p<0.05を

統計学的有意差ありとした。 

 

 

（倫理面への配慮） 

 地域相関研究については、政令市・

中核市/都道府県の担当者に問い合わ

せた年齢別の助成件数は集計データ

であり、個人情報を含まれていない。 

 特定不妊治療助成金受給者情報を

用いた後ろ向き観察研究については

埼玉医科大学倫理審査委員会および

日本産科婦人科学会倫理委員会にお

いて研究計画の審査を受け、研究実施

の許可をえた上で、研究を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

1)地域相関研究 

47 都道府県における 35 歳未満 ART

助成利用率(1 万人あたり)および各要

因の分布を図 1 に示す。1 万人あたり

の 35 歳未満 ART 助成利用率は平均
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25.8（標準偏差［SD］=2.8）であった。

最も少なかった 5 県は宮崎県(22.0)、

沖縄県(22.6)、北海道(23.7)、宮城県

(24.2)、東京(24.3)であった。一方最

も多かったのは富山県の 58.8 人であ

り、石川県（51.7）、島根県（50.8）、

岐阜県（50.4）、鳥取県（50.3）が続い

た。36 都道府県(76.6%)が何らかの追

加助成を有しており、最も多かったも

のが、一般不妊治療や検査に対する助

成（23都道府県、48.9％）であり、20

都道府県(42.6％)において助成回数

を増やしていた。 

 35 歳未満 ART 助成利用率(1 万人あ

たり)と各要因との関連を表 2に示す。

二変量における解析では、二人以上世

帯における平均収入およびボランテ

ィア参加率と、35歳未満 ART助成利用

率と有意な正の相関を認め、それぞれ

の相関係数(R)は 0.38（p=0.0085）お

よび 0.52(p=0.0002)であった（図 2お

よび図 3 参照）。一方、都道府県にお

ける Gini 係数や投票率と 35 歳未満

ART 助成利用率との間には有意な相関

は認めなかった。同様に各都道府県に

おける追加助成の有無と 35 歳未満

ART 助成利用率との間にも有意な相関

は認めなかった。すべての共変量を同

一の多変量解析に投入したモデルの

結果では、多重共線性の影響により、

人口と医師数はモデルに含めること

ができず、残りの変数を含めて解析を

行った。その結果、都道府県の面積、

平均世帯収入、ボランティア参加率、

転入率と 35 歳未満 ART 助成利用率と

の間に有意な関連を認めた。平均世帯

収入(Coefficient=0.047, 95%信頼区

間, 0.007-0.088 p=0.002)、ボランテ

ィア参加率(Coefficient=1.50, 95％

信頼区間, 0.70-2.30, p=0.001)、転

入率(Coefficient=-15.0, 95%信頼区

間, -25.8— -4.8, p=0.008)であった。 

 

2) 埼玉県内における特定不妊治療助

成金受給者情報を用いた後ろ向き観

察研究 

 

<埼玉県（中核市・政令市を除く）から

提供された個票情報を用いた解析> 

埼玉県から提供いただいたデータ

は、11,689治療周期（5912人）であっ

た。申請者の平均年齢は 36.3 歳（標

準偏差＝4.2）であった。85 治療周期

（67 人）が男性因子に対する治療

（TESE等）を申請していた。11,689治

療周期の内、2783 周期(23.8%)が新鮮

胚移植、3685周期（31.5％）が採卵お

よび凍結融解胚移植、 3247 周期

（27.8％）が以前に凍結した胚を用い

た凍結融解胚移植であった。また、

1394周期（11.9％）は、受精できずま

たは胚の分割停止による治療中止で

あった。初回の申請が 3693件（31.6％）

と最多であり、 2 回目は 2811 件
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（24.1％）、3回目は 2131件（18.2％）

であった。また、埼玉県単独事業であ

る、二人目以降助成事業を利用して 7

回目以降も助成をうけていたものが

230件（1.96％）認められた。 

治療周期別の平均領収金額は、治療

区分 A（新鮮胚移植）：405,273 円(標

準偏差＝179,404)、治療区分 B（採卵

および凍結融解胚移植）:528,055 円

(標準偏差＝152,817),治療区分 C（以

前に凍結した胚を用いた凍結融解胚

移 植 ）： 154,836 円 ( 標 準 偏 差 ＝

67,603) ,治療区分 D（移植のめどがた

たず治療終了）：394,122 円(標準偏差

＝143,260) ,治療区分 E（受精できず

または胚の分割停止、変性等による治

療中止）：262,090 円(標準偏差＝

146,337)、治療区分 F（採卵したが卵

がえられず中止）：100,903 円(標準偏

差＝62,944)であった。また、男性因子

単独での申請 33件の平均領収金額は、

399,085円（標準偏差＝195,087）であ

った。治療内容が「体外受精」で申請

された治療周期 2849 周期の平均領収

金 額 は 411,053 円 ( 標 準 偏 差 ＝

182,697)であるのに対し、「顕微授精」

で申請された周期 3665 周期では、平

均領収金額は 484,983 円(標準偏差＝

203,626)と高い傾向にあった。 

申請者の所得の分布を図 5 に示す。

夫婦合算の所得の平均は 4,231,445円

（標準偏差＝1,637,640）であった。夫

婦別にみると（図 6、および 7 参照）、

夫の平均所得は 3,461,966円（標準偏

差：1,506,281）であり、所得額が 0と

申請していた人は 227人(3.8%)存在し

た。一方、妻の平均所得は、769,479円

（標準偏差：1,073,071）であり、所得

額が 0 と申請していた人は 2826 人

(47.8%)にのぼった。 

提供いただいたデータの中で、夫婦

合算所得が 0（94 周期）、男性因子に

対する治療（72周期）および凍結融解

胚移植（85周期）を除いた、初回申請

者（7304 治療周期、3442 人）を対象

に、夫婦合算の所得額を 5分位別にみ

た申請情報を表 3に示す。所得の最も

低い群の夫婦合算の平均所得は

2,309.845円（標準偏差＝714,313）で

あったのに対し、最も高い群では

6,530,196円（標準偏差＝389,483）で

あった。平均年齢は最も低い群で 35.3

歳（標準偏差＝4.6）であったのに対し、

最も高い群では 36.2 歳（標準偏差＝

4.0）と有意に高かった。所得の低い群

では、所得のない、専業主婦の割合が

53.3％であったのに対し、最も所得の

高かった群では 21.5％と低く、共働き

世帯が 78.5％にのぼった。一人の女性

がトータルで受け取った助成金額は、

平均 37-38万円で、所得により差は認

めなかった。累積妊娠率は、所得が最

も低い群で 368例（53.4％）認めたの

に対し、所得の高い群では 412 例
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（59.9％）と所得によって妊娠率に差

を認める傾向があった。 

 同じデータを用いて、申請回数と累

積妊娠率の推移を図 9に示す。累積妊

娠率は 1 回目の申請時点で 29.1％に

上り、2回目で 45％、3回目では 52.5％

にのぼった。一方、4 回目以降累積妊

娠率の上昇はプラトーになり、6 回申

請した時点では 56.6％であった。 

 所得 5分位の最も低い群（Q1）と最

も高い群（Q5）の申請回数別の累積妊

娠率を図 10 に示す。累積妊娠率は所

得の低い群で低い傾向があり、3 回目

以降の申請では有意な差となった。6

回申請時点での累積妊娠率は、Q1 が

53.4％であったのに対し、Q5は 59.9％

であった（p<0.05）。 

 妊娠せずにかつ次の申請を行わな

かった人を申請中断者と定義し、所得

5 分位別に申請中断者の割合を見た結

果を図 11 に示す。申請中断者の割合

は Q1 で最も高く、45.1％であったの

に対し、Q5で最も低く 39.4％であり、

Q1と Q5間で有意差を認めた。 

 

<越谷市から提供された個票情報を用

いた解析> 

 越谷市から提供いただいたデータ

は、706 治療周期であった。申請人数

はデータの構造から同定することは

不可能であったため、治療周期ベース

での解析を行った。申請者の平均年齢

は 36.7歳（標準偏差＝3.9）男性因子

に対する申請は 3例のみであった。706

治療周期の内、139周期(19.7%)が新鮮

胚移植、239 周期（33.9％）が採卵お

よび凍結融解胚移植、214周期（30.3％）

が以前に凍結した胚を用いた凍結融

解胚移植であった。また、94 周期

（13.3％）は、受精できずまたは胚の

分割停止による治療中止であった。初

回の申請が 230件（32.6％）と最多で

あり、2回目は 180件（25.5％）、3回

目は 140 件（73％）であった。また、

二人目以降助成事業を利用した申請

が 15件（2.12％）認められた。 

 治療周期別の平均領収金額は、治

療区分 A（新鮮胚移植）：428,332円(標

準偏差＝97,823)、治療区分 B（採卵お

よび凍結融解胚移植）:513,719 円(標

準偏差＝164,473),治療区分 C（以前に

凍結した胚を用いた凍結融解胚移

植）：158,097円(標準偏差＝41,973) ,

治療区分 D（移植のめどがたたず治療

終 了 ）： 426,735 円 ( 標 準 偏 差 ＝

131,258) ,治療区分 E（受精できずま

たは胚の分割停止、変性等による治療

中止）：262,969円(標準偏差＝86,118)、

治療区分 F（採卵したが卵がえられず

中止）：85,065円(標準偏差＝9,512)で

あった。治療内容が「体外受精」で申

請された治療周期 115の平均領収金額

は 326,300円(標準偏差＝18,167)であ

ったのに対し、「顕微授精」で申請され
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た周期 239周期では、平均領収金額は

355,798 円(標準偏差＝192,836)と埼

玉県同様高い傾向にあった。 

申請者（夫婦合算）の所得の分布を

図 12 に示す。夫婦合算の所得の平均

は 4,323,908円（標準偏差＝1,586,880）

であった。所得額が 0と申請していた

人は 14 人(2.0%)存在した。二人目以

降不妊の申請者は 2017年で 15件（４

人）の申請があり、妊娠は２件認めら

れた。 

 

 

<申請回数ごとの年齢別累積生産率の

検討> 

解析対象者者の選定方法を図 13 に

示す。埼玉県から提供いただいた 2016

年における初回体外受精治療者は

1892 人おり、2017 年末までに計 4544

件の申請情報が存在した。これらの中

から、非射出精子を用いた顕微授精に

よる治療（42 人）、医学的適応による

卵子凍結（1人）、夫婦の所得情報の欠

損例（42人）を除外した 1807人（4386

申請）が解析すべき対象と想定された。

このうち 705人（39％）に申請情報内

に日産婦 ART登録データベースの登録

周期番号の何らかの欠損を認めた。さ

らに 30 人は登録番号を用いてもリン

ケージできなかったため、最終的に

1072 人（2513 申請）が解析対象とな

った。 

 研究に含まれた群(1072 人)と除外

された群（735 人）の初回申請時の申

請情報を比較した（表 4 参照）。除外

された群では有意に 2017 年末までの

申請回数が多く、カップル合算の所得

が高い傾向にあった。また、除外され

た群では新鮮胚移植をおこなった群

（治療区分 A）の割合が少なく、全胚

凍結周期（治療区分 B）が多かった。 

 次に、初回申請情報において新鮮周

期が登録されていた 980 例を対象に、

新鮮周期の治療情報を年齢別に検討

した（表 5 参照）。年齢別の申請者の

分布は 35歳未満では 413人、35-39歳

は 438人、40-42歳は 221人であった。

全胚凍結周期（治療区分 B）は年齢が

若いほど割合が多い傾向にあった(35

歳未満; 45.3% vs. 40-42歳 30.8%)。

主婦の割合は、年齢が高いほどに有意

に増えた。一方不妊カップル合算の所

得は年齢区分で変わらなかった。不妊

原因は、年齢が若い群で卵管因子や男

性因子の割合が高く、原因不明不妊の

割合は年齢が高いほど高かった。 

 初回申請情報において新鮮周期が

登録されていた 980例を対象に、初回

申請時の新鮮周期の治療情報を年齢

別に検討した(表 6参照)。年齢区分に

かかわらず自然周期での採卵が 14%を

しめていた。クエン酸クロミフェン

(CC)を用いたマイルド刺激は年齢が

上昇するほど多かった。一方、年齢区
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分が若い程、GnRH アゴニストや GnRH

アンタゴニストを用いた卵巣刺激が

選択されており、35歳未満では約半数

がこれらの刺激方法を選択されてい

た。採卵個数は年齢が若いほど多く

(35 歳 未 満 ; 8.0 個 (standard 

deviation [SD] = 7.2) vs. 40-42歳; 

4.2個 (SD = 5.2))、全胚凍結の割合

が高かった。新鮮胚移植が行われた症

例において、単一胚移植の割合は若い

ほど多く、35歳未満では 98.8%であっ

たのに対し、40歳以上では 80%であっ

た(p<0.001)。平均の凍結された胚の

個数は年齢区分が若いほど多かった

(35 歳 未 満 ; 2.5 個 (standard 

deviation [SD] = 3.1) vs. 40-42歳; 

1.0個 (SD = 1.7))。 

 年齢別申請回数ごとの累積生産率

を図 14 に示す。1072 例の解析対象の

内、495人(46.2%)が生産に至っている

ことがわかった。6 回の申請あたりの

累積生産率は、35歳未満でもっとも高

く 58.4%であり、35-39歳では 49.3%で

あった。3 回まで申請が認められてい

る 40-42 歳では 17.2%であった。累積

生産率は 35 歳未満および 35-39 歳と

もに 4回目の申請にかけて上昇し、5-

6 回でプラトーとなる傾向をしめした。

多胎妊娠は 8例(1.6%)認められた。年

齢別の申請回数ごとの申請者数およ

び生産数を表 8に示す。 

 生産の有無に対する患者背景要因

のリスク比を表 7に示す。単変量解析

では、年齢、男性因子、所得が生産に

有意に関連していたが、多変量解析で

は、年齢のみが有意に生産に関連して

おり、35歳未満と比較して、35-39歳 

(RR = 0.84, 95%信頼区間[95% CI], 

0.74-0.96)、40-42 歳では 0.30 (95% 

CI, 0.22-0.40)と有意に低かった。 

 

Ｄ．考察 

 今回の検討により以下のことが明

らかになった。地域相関研究により、

35 歳未満の ART 助成利用率が、35 歳

未満人口 1 万人あたり 22.0 人から

58.8 人まで都道府県間で大きな開き

があることが判明した。また、多変量

解析において、35歳未満の ART助成利

用率が、平均世帯収入と正の相関を認

めた。さらにソーシャル・キャピタル

の指標として用いたボランティア参

加率とは正の相関があり、転入率とは

負の相関を認めたことから、35歳未満

の ART助成利用率が、世帯収入やソー

シャル・キャピタル等と関連している

ことが示唆された。埼玉県内における

特定不妊治療助成金受給者情報を用

いた後ろ向き研究では、国が設定して

いる 730万円以下の世帯所得を対象と

した特定不妊治療支援事業は、大部分

の不妊治療を受けている人をカバー

していることが判明し、男女別の所得

の分布を見ると、女性において所得の
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ない人の割合が 47.8％にのぼり、累積

妊娠率は所得の低い群で高い群に比

べ有意に低く、その要因の一つに所得

の低い群における高い申請中断者の

割合があげられた。年齢別の申請回数

毎の累積生産率では、6 回の申請あた

りの累積生産率は 35 歳未満で 58.4％、

35-39 歳で 49.3％、3 回まで助成金が

認められている 40-42 歳では 17.2％

であった。多変量解析の結果、年齢の

みが有意に累積生産に対して関連し

ていることがわかった。これらの知見

は、今後日本で不妊治療が保険適用化

される際にも有用な知見であると考

えられる。 

 35歳未満の ART助成利用率は、都道

府県間で大きな開きを認めた(図 1)。

このことをいいかえれば、若い年齢層

において ARTを利用する女性の数が都

道府県間で大きな差異を認めたとい

うことである。若い年齢層において、

ART へのアクセスが何らかの理由、例

えば経済的要因や不妊治療に対する

知識不足等で阻害されているのかも

しれない。しかし本研究では、不妊治

療を受けている患者数あたりの人数

ではなく、20-34 歳までの総人口あた

りの ART 助成数を計算しているため、

この数字は多岐にわたる要因が影響

を与えているものと考えられる。挙児

希望の有無の影響を考慮することが

できていないため、ART へのアクセス

が阻害されているのか、そもそも挙児

希望がないのかを判断することはで

きないのが最大の問題点と考えられ

る。 

 にもかかわらず、35歳未満の ART助

成利用率が平均世帯収入と有意な正

の相関を認めたことは興味深い。ART

による治療費は通常１採卵周期あた

り 20-50万円と高額であり、さらに健

康保険の適応はない。国が主導する

「不妊に悩む方への特定治療支援事

業」による治療費助成があるにせよ、

不妊治療を受けている若い患者にと

って、ART を受けるかどうかの判断に

経済的要因が大きく関与しているも

のと推測される。 

 他方で 35 歳未満の ART 利用率と、

所得格差の指標である都道府県レベ

ルの Gini 係数とは関連を認めなかっ

た。地域の所得格差がヘルスアウトカ

ムに及ぼす影響については日本から

も多く報告されているが、ART という

妊娠をめざすための治療の選択に対

しては、所得格差のおよぼす影響は軽

微なものなのかもしれない。 

 35 歳未満の ART 利用率とボランテ

ィア参加率とは正の相関を認め、転入

率とは負の相関を認めた。このことは、

ソーシャル・キャピタルといった地域

レベルの要因が、若い年代における

ART を受けるかどうかの判断に影響を

及ぼしている可能性を示唆している。
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人が長く居住し、助け合うといった地

域の環境が、35歳未満の不妊患者にお

いて ARTへすすもうという行動にポジ

ティブに作用しているかもしれない。

近所との関わり合いが強い地域では、

妊娠や子供を持つことに対する期待

(またはプレッシャー)が働き、ART を

受ける一要因となっているのかもし

れない。 

 埼玉県内における特定不妊治療助

成金受給者情報を用いた後ろ向き研

究では、埼玉県の 11,689 治療周期

（5912人）の個票を用いた解析を行い、

平均所得は男性で 346万円であったの

に対して、女性で 76 万円と有意に低

く、所得のない人の割合が 47.8％を占

めた（図 6, 7）。総務省が実施してい

る労働力調査によれば、25 歳から 44

歳までの女性の就業率は 2016年、2017

年には 72.7％、74.5％と過去最高を更

新したが（13）、今回の検討では、明ら

かにこの数字よりも低いことになる。

所得のない、いわゆる専業主婦の割合

が申請者の約半数を占めた要因の一

つには、不妊治療を受ける過程で治療

に専念するために、仕事を辞めざるを

えなかった可能性が考えられる。厚生

労働省が平成 29 年度に行った不妊治

療と仕事の両立についての調査によ

れば、仕事と不妊治療の両立ができず

に約 16％の方が離職し、8％の女性が

雇用形態を変更していた(14)。同報告

では、仕事と治療の両立ができなかっ

た理由として、不妊治療は通院回数が

多く、精神的な負担が多いということ

が最も多く理由の一つとして挙げら

れている。この調査を踏まえ、厚生労

働省は 2018 年から仕事と不妊治療の

両立のための職場づくりのためのマ

ニュアル整備や不妊治療連絡カード

の作成を行い、離職しないで不妊治療

を継続するための企業側のサポート

を呼び掛けているが、少なくとも本調

査の対象となった 2016年 2017年時点

においては、埼玉県で生殖補助医療の

治療に対する特定不妊治療助成制度

を申請した女性の約半数が専業主婦

であったことが判明した。もう一つの

理由として、今回解析した埼玉県が対

象としている地域が、埼玉県内の中核

市や政令市をのぞいているため、非都

市部を多く含んでいることや、共働き

世帯では、世帯所得が助成金受給上限

である 730万円を超えてしまうことに

より本データからは脱落している可

能性などが考えられる。 

 申請回数別にみた累積妊娠率は、6

回の申請で 56.6％に達することがわ

かった(図 9)。累積妊娠率は４回目ま

での申請で上昇が顕著であったが、4

回目以降はプラトーに達する傾向を

認めた。興味深いことに所得の低い群

において、高い群に比べ有意に累積妊

娠率が低かった（図 10）、その要因の
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一つとして、所得が低い群が、妊娠す

るまでに継続した治療を行えていな

い可能性が考えられる。実際、妊娠せ

ずに申請を中断した申請中断者の割

合は、所得の最も低い群で 45.1％であ

り、最も高い群での 39.4％と比較し有

意に高かった（図 11）。表 3 にあるよ

うに、一人の患者が平均で支払った金

額は 70-80万円と生殖補助医療による

治療は非常に高額である。助成によっ

て 37-38万円相当の還付があったとし

ても、世帯所得が低い世帯にとって、

全所得に対する不妊治療費が占める

割合は非常に高い。所得が低い群にお

いても、治療を中断せず、特に累積妊

娠率の上昇が顕著な４回程度まで治

療を継続できるような体制づくりが

重要と考えられる。 

 年齢別の治療回数ごとの累積生産

率については、過去にいくつか報告が

なされている。2009年に米国から報告

された 6164 人（14,248 治療周期）の

non-donor IVF cycle を対象とした解

析で、6 回の採卵周期あたりの年齢別

累積生産率は 35 歳未満で、65%、35-

37 歳で 57%、38-39 歳で 46%、40 歳以

上で 23%であった (15)。今回の解析で

は、助成回数あたりの累積生産率であ

るため、この報告と比較すると累積生

産率が低くなると考えられるが、それ

でも本研究結果と大きくはことなら

ない結果であった。また、2013年に日

本から報告された、国立成育医療研究

センターにおける初回体外受精治療

者を対象とした報告では、初回採卵後

5 年間の累積生産率は 35 歳未満で、

68.9%、35-39歳で 45.3%、40歳以上で

12.5%であった(16)。本研究結果と比

較して 40 歳以上での累積生産率が低

い要因として、対象となる施設が、ハ

イリスク症例の集まる国立成育医療

研究センター一施設でのサンプルで

あることや、40 歳以上の群では 43 歳

以上の年齢層も含まれていることな

どが考えられる。今回の研究は助成回

数あたりの累積生産率であるため、特

定治療支援事業という制度の枠組み

における累積生産率を評価した解析

であり、解釈に注意が必要である。 

 生殖補助医療にかかる医療費に対

する助成は 2004 年に導入され、段階

的に拡充されてきた。2004年導入当初

は、夫婦合算で年収 630万円未満の方

を対象に１年度あたり 10 万円の助成

金が通算 2年間支給されるという内容

であったが、その後 2007 年からは、

治療周期あたり 10 万円を年度あたり

2 回まで、5 年間まで拡充され、所得

制限も 730 万円まで引き上げられた。

助成額も 2009年には 15万円、2015年

からは初回治療時は 30 万円まで引き

上げられ、2021年からは所得制限も撤

廃された。これらの助成制度の拡充に

より、生殖補助医療件数は増加をつづ
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けており、世界的にみても日本の治療

周 期 数 は 多 く 、 International 

Committee for Monitoring Assisted 

Reproductive Technology (ICMART)の

暫定的な報告によれば 2016 年の生殖

補助医療による治療件数は中国に次

いで 2 位であった (17)。生殖補助医

療の利用率(utilization rate)の指

標として算出されている人口 100万人

あたりの治療周期数は世界で最も高

く、人口 100万人あたり、3212周期で

あったと報告されている。これは、最

も低い国(セネガル)の人口 100万人あ

たり 6周期の実に 500倍である (18)。 

治療周期の増加の要因として、治療

をうける女性の高年齢化があげられ

る。前述の日産婦の登録調査小委員会

の 2018 年の報告によれば、2018 年の

治療周期に占める 40 歳以上の女性の

割合は 41.8%であり、ICMARTの報告で

だされている諸外国のデータに比べ

ても格段に高い(オーストラリア; 

28.3%, ドイツ;22.1%, 米国; 23.9%)。

諸外国と比べ、日本は第三者の配偶子

や胚を用いた生殖補助医療が認めら

れておらず、こうした高齢女性に対す

る治療の制限が、高齢女性が生児獲得

を目指して治療を繰り返し受け、結果

として治療周期数の増加に影響を及

ぼしているものと推測される。 

加齢にともなう妊娠・出産率低下か

ら、助成制度には年齢制限が 2016 年

に導入され、さらに 40-42歳に対して

は通算助成回数が 3回までしか認めら

れなくなった。本研究においても、年

齢と累積生産率の関係は明らかであ

り、多変量解析においても年齢のみが

唯一生産と関連する患者背景要因で

あった。このことから、より早い年齢

で生殖補助医療にすすむことを後押

しするような制度づくりが重要であ

ると考えられる。 

 今回、おそらく日本で初めて特定治

療支援事業の助成回数ごとの年齢別

累積生産率を算出した。日本における

ほぼすべての治療周期の登録がなさ

れている日産婦 ART登録データベース

は、周期毎の登録であるため、治療を

うけた患者ベースでの解析はできな

い。妊娠できない人が治療を繰り返す

ことにより治療周期の増加があり、総

治療あたりの生産率は低くみつもら

れる傾向があると考えられる。今回、

埼玉県が管理する個票情報にはない

生産の情報を補うために日産婦デー

タベースを活用し、今まで個票情報の

みでは解析できなかった助成回数あ

たりの年齢別累積生産率を算出でき

た意義は大きい。しかし一方で、留意

しなければならない点もいくつか挙

げられる。第一に、助成金受給のため

の申請書には、助成対象となる治療周

期を同定するために、ART 登録データ

ベースの治療周期番号の記載が求め
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られているが、実際には治療周期番号

の欠損のある症例が全体の 39％を占

めた。助成金は助成対象となる周期に

対して支払われるべきものであり、治

療周期と助成対象期間が一致しない

場合は、重複受給などの問題に発展し

かねない。申請書には領収金額の記載

とともに、対象となる期間の記載が求

められてはいるが、より確実に助成対

象である治療周期と対応させるため

にも治療周期番号の欠損はできる限

り少なくすべきと考えられる。また、

今回の解析では、これらの症例が除外

されることにより、選択バイアスが生

じている可能性は否定できない。次に、

今回の解析は 2016 年に初回の申請を

行った方を対象に 2017 年末までのデ

ータを用いて解析している。フォロー

アップ期間は最短で 1 年であるため、

妊娠できなかった人が 6回の申請をす

べて行うにはフォローアップ期間が

短かった可能性がある。さらに、助成

金の申請は年度末に集中することが

知られており、2017年に行われた治療

が、2018年 3月末に申請されていた場

合、今回の解析には含まれていない。

今後、フォローアップ期間を長くした

場合に、結果がどのようにかわるのか、

6 回の申請および治療を行うのにどの

程度の時間が必要なのか、検証する必

要があると考えられる。 

 不妊治療の保険適用化が 2022 年に

予定されており、2021年より本事業の

暫定的な拡充がなされ、所得制限が撤

廃された。こうした取り組みは生殖補

助医療の治療周期数の増加をもたら

すことが予想されるが、同時に医療費

の増大という問題をはらんでいる。保

険適用化による持続可能な制度づく

りとともに、保険適用でカバーされた

治療がどの程度出産に結びついてい

るのか検証できるような仕組み作り

が重要であり、現在治療周期が登録さ

れている日産婦 ART登録データベース

は、膨大な治療情報を含んではいるも

のの、今回行ったような解析には適さ

ないため、適切な monitoring 体制の

構築が重要であると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

 今回の検討により、35歳未満の ART

助成利用率が、35歳未満人口 1万人あ

たり 15.7人から 42.4人まで都道府県

間で大きな開きがあることが判明し、

世帯収入やソーシャル・キャピタルな

どの社会的要因と関連している可能

性が示唆された。また、埼玉県内の助

成金の個票情報を用いた検討を行い、

所得が累積妊娠率や治療中断に関与

していることや、申請回数ごとの累積

生産率が明らかになった。これらの知

見は、来年以降日本で不妊治療が保険

適用化される際にも有用な知見であ

ると考えられる。 
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